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個人情報の取扱原則の例外事項について（答申）

平成１８年４月３日付け病総経第１８号で諮問のあった標記のことについて、別紙のと

おり答申します。

なお、今回の諮問は、いずれも類型として示されています。このため、個々の個人情報

を取り扱う事務が各々の類型に該当するかどうかの判断については、個人の権利利益の保

護の観点に立って慎重に行うこととし、その結果当該事務が類型に該当するか判断し難い

場合には、新たに当審査会に諮問することとされるよう要望します。

また、個人情報を取り扱う事務が類型に該当する場合であっても、大分県個人情報保護

条例第３条第２項の趣旨を踏まえ、個人情報の例外的取扱いは必要最小限の範囲内で行う

よう常に留意してください。



別紙

１ 条例第４条第２号に基づく収集の制限に関する例外事項について

諮問のあった事項については、いずれも妥当な内容と認められます。

なお、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれの

ある個人情報は、取扱い方次第では個人の権利利益を侵害するおそれが高いものである

ことから、諮問のあった類型に該当すると判断される場合であっても、収集する必要性

を常に見直し、当該情報を取り扱う機会を最小限に止めるとともに、可能な限り本人か

ら収集すべきであると考えます。

２ 条例第６条第１項第６号に基づく本人からの収集の原則に関する例外事項について

諮問のあった事項については、いずれも妥当な内容と認められます。

なお、本人からの収集の原則の趣旨を踏まえ、本人以外のものから収集する個人情報

の範囲や必要性について十分検討し、事務を行うに当たり必要最小限の情報に止められ

るよう要請します。

３ 条例第７条第２項に基づく利用及び提供の制限に関する例外事項について

諮問のあった事項については、おおむね妥当な内容と認められます。類型番号４につ

いては、個人の権利利益を不当に侵害することのないよう、行政機関等への回答に当た

っては利用及び提供する個人情報の項目について慎重を期されるよう要請します。

４ 条例第８条第２号に基づくオンライン結合による提供の制限に関する例外事項につい

て

諮問のあった事項については、妥当な内容と認められます。

なお、ホームページで提供されている個人情報について、本人から誤りがある旨又は

継続して提供されることを望まない旨の申出があった場合は、速やかに当該個人情報の

提供を中止するよう要請します。



例 外 事 項

１ 収集の制限に関する例外事項（条例第４条第２号）

番号 類 型 収集する個人情報 収集する理由又は必要性

１ 栄典、表彰等の選考を行 思想・信条 栄典、表彰を行う場合、犯罪歴

うに当たり、候補者の犯罪 信教 を有する者が候補者となること

歴等に関する個人情報を収 社会的差別 は、社会通念上そぐわない。

集するとき。 栄典、表彰等に係る功績調書の

中には、思想、信条等に関する個

人情報が含まれる場合がある。

２ 委員、講師、指導者、助 思想・信条 委員等の選任に当たっては、適

言者等の選任を行うに当た 信教 任者の選任の過程において、個人

り、思想等に関する個人情 社会的差別 の思想、犯罪歴等を収集すること

報を収集するとき。 が必要な場合がある。

３ 県民等からの相談 要望 思想・信条 県民等から寄せられる相談等の、 、

陳情 苦情 意見等の中で 信教 中には、思想等に関する個人情報、 、 、

本人の自由な意思で思想等 社会的差別 が含まれている場合があるが、こ

に関する個人情報が提供さ れらの情報は、相談者等の自由な

れ、当該個人情報を収集す 意思により一方的に提供されるも

ることになるとき。 のであり、その性質上、収集の選

択の余地がない。実施機関として

も当該相談等に適切に対応するた

めには、利用目的の範囲内で収集

する必要がある。

４ 評価、指導、教育、訓練 思想・信条 評価等の事務を行うに当たって

等の事務を行うに当たり、 信教 は、事務の目的の範囲内で思想等

思想等に関する個人情報を 社会的差別 に関する個人情報を収集すること

収集するとき。 が必要な場合がある。

５ 争訟、交渉、相談等の事 思想・信条 争訟等の事務の性質上、当事者

務を行うに当たり、思想等 信教 や関係者の思想等に関する個人情

に関する個人情報を収集す 報を収集することが必要な場合が

るとき。 ある。

６ 試験等の事務を行うに当 思想・信条 試験の作文、論文等の記述内容

たり、作文、論文等の中で 信教 は、本人の自由な意思で記述され

個人の意思により思想等に 社会的差別 るものであり、その中に思想等に

関する個人情報が提供され 関する個人情報が含まれている場、

当該個人情報を収集するこ 合、事務の性質上これらの情報を

ととなるとき。 分離して収集することは困難であ

る。

７ 議員の政党名、会派名、 思想・信条 地方自治法に定める事務の適正



、 、政治的理念等の思想、信条 な遂行のため 議員の所属政党名

等に関する個人情報を収集 会派名、政治理念等の思想等に関

するとき。 する個人情報を収集することが必

要な場合がある。

８ 医師等が学術研究及び調 思想・信条 病院等における学術研究等の内

査の対象となる情報の収集 信教 容によっては、思想等に関する個

を行うに当たり、思想等に 社会的差別 人情報を収集することが必要な場

関する個人情報を収集する 合がある。

とき。

９ 海外からの来訪者、研修 思想・信条 海外からの来訪者、研修生等の

生等の受入れに当たり、当 信教 受入れに当たっては、食事の制限

該来訪者等の信教等に関す や生活習慣の違い等を的確に把握

る個人情報を収集するとき し、当該来訪者等の滞在中の適切。

な対応を図るため、信教等に関す

る個人情報を収集することが必要

な場合がある。

１０ 病院が、診療、保健指導 思想・信条 病院において、患者や受診者等

等を行うに当たり、患者等 信教 に対し、的確な治療や保健指導等

の思想等に関する個人情報 社会的差別 を行うために、当該患者等の思想

を収集するとき。 等に関する個人情報を収集するこ

とが必要な場合がある。

１１ 一般に入手しうる刊行物 思想・信条 新聞、書籍等に掲載されている

等から、思想等に関する個 信教 情報については、不特定多数の者

人情報を収集するとき。た 社会的差別 に公表され誰もが知りうる状態に

だし 利用に当たって出典 あることから、利用目的の範囲内、 、

収集先、収集時期を明示す で収集する限りにおいては、個人

る場合に限る。 の権利利益を不当に侵害すること

はないと考えられる。



２ 本人からの収集の原則に関する例外事項（条例第６条第1項第6号）

番号 類 型 本人以外のものから収集する理由又は必要性

１ 栄典、表彰等の選考を行うに当 栄典、表彰等の事務の性質上、本人に知られ

たり、候補者以外のものから候補 ることにより事務の公正な運営に支障を来した

者に関する個人情報を収集すると り、本人に事前に期待感を抱かせることにより

き。 選考からもれた場合の不信感につながるなど、

事務の円滑な実施を困難にするおそれがある。

また、本人から収集したのでは、情報の客観

性、正確性を確保することができず、事務の遂

行に支障が生じる。

２ 委員、講師、指導者、助言者等 委員等の適任者を幅広く求めるため、候補者

の選任を行うに当たり、候補者以 以外のものから候補者に関する個人情報を収集

外のものから候補者に関する個人 する必要がある。

情報を収集するとき。 また、本人から収集したのでは、情報の客観

性、正確性を確保することができず、事務の遂

行に支障が生じる。

さらに、選任の事務の性質上、本人に知られ

ることにより、事務の公正な運営に支障を来し

たり、本人に事前に期待感を抱かせることによ

り対象外となった場合の不信感につながる等事

務の円滑な実施を困難にするおそれがある。

３ 県民等からの相談 要望 陳情 県民等から寄せられる相談等の中に、本人以、 、 、

苦情、意見等、本人の自由な意思 外の者に関する個人情報が含まれている場合に

で提供される情報の中に、当該本 は、当該個人情報を収集しなければ、事務を公

人以外の者の個人情報が含まれて 正かつ適切に処理することができない。

いるとき。 相談等の内容は、相談者等の自由な意思によ

、 、り一方的に提供されるものであり その性質上

収集の選択の余地がない。

４ 評価、指導、教育、訓練等の事 評価等の事務を行うに当たっては、本人以外

務を行うに当たり、評価等の対象 のものから個人情報を収集することが、当該事

者に関する個人情報を本人以外の 務の目的達成及び公正かつ円滑な実施のために

ものから収集するとき。 必要な場合がある。

本人から収集したのでは、情報の客観性、正

確性を確保することができない場合がある。

５ 争訟、交渉、相談等の事務を行 争訟等の事務の性質上、情報の客観性、正確

うに当たり、本人から収集したの 性を確保し、主張立証等を行うために、本人以

ではその目的を達成し得ないと 外のものからの情報収集が必要な場合がある。

き。



６ 各種の申請、届出等に係る事務 各種の申請等に係る事務を行うに当たり、申

を行うに当たり、申請者等から申 請等の内容によっては、申請者等以外の者に関

請者以外の者に関する個人情報を する個人情報を収集することが、当該事務の公

収集するとき。 正かつ円滑な実施のために必要不可欠な場合が

ある。

７ 実施機関以外のものから送付さ 実施機関が取り扱う事務に関して資料等が送

れた資料等の中に個人情報が含ま 付されてきた場合、収集を拒むことは、事実上

れているとき。 困難である。

個人情報が報告書等の一部である場合、当該

部分を分離して収集することは、事実上困難で

ある。

８ 所在不明や精神上の障害により 所在不明や精神上の障害により判断能力を欠

判断能力を欠く常況にある場合な く常況にある場合などにおいては、本人から収

どに、本人に関する個人情報を家 集することは困難であり、家族や本人が所属す

族や本人が所属する団体等から収 る団体等本人以外のものから個人情報を収集す

集するとき。 ることが必要な場合がある。

９ 請負、委託等の契約に当たり、 請負契約等に係る事務事業を適正かつ円滑に

当該契約の請負者、受託者等から 遂行するため、契約の内容によっては、当該契

その従事者等に関する個人情報を 約の請負者等の従事者等に関する個人情報を収

収集するとき。 集することが必要な場合がある。

１０ 職員の任免等を行うに当たり、 職員の任用に当たっての適格性の審査を公正

職員又は職員の採用候補者に関す に行い、又は免職等の処分を行うに当たって、

る個人情報を当該職員等以外のも 事案に応じた的確な処理を行うため、本人に関

のから収集するとき。 する個人情報を本人以外のものから収集するこ

とが必要な場合がある。

１１ 県民等への情報提供を行うため 取材等の対象者を選定するに当たっては、取

の取材等において、対象者の選定 材等の条件に合致する者を把握しなければなら

、 、に当たり、対象者以外のものから ないが そのような者を把握する端緒としては

対象者の個人情報を収集し 又は 本人の申出を待つばかりでなく、本人の所属す、 、

対象者から対象者以外の者に関す る団体等本人以外のものから本人の個人情報を

る個人情報を収集するとき。 収集することが必要な場合がある。

一方、取材等で対象者から提供される情報の

中には当該対象者以外の個人情報が含まれる場

合、分離して収集することが困難であったり、

収集しなければ取材等の目的を達成できないこ

とがある。

１２ 医師等が学術研究及び調査の対 病院等における学術研究、研究調査等の内容

象となる情報の収集を行うに当た によっては、学術研究等を行う上で必要な個人

り、本人以外のものから個人情報 情報を収集するに当たり、本人以外のものから

を収集するとき。 個人情報を収集することを想定し、又は、本人



の同意に基づき収集することが困難な場合があ

る。

１３ 病院が、診療、保健指導、その 病院において、患者や受診者に対し、的確な

他の医療保健行政を行うに当た 治療や保健指導、医療保健行政を行うために、

り、患者や受診者等の家族等から 本人の治療歴等に関する個人情報を家族や主治

本人に関する個人情報を収集する 医等本人以外のものから収集することが必要な

とき。 場合がある。

１４ 個人情報の開示等において、第 個人情報の開示等において、請求等に係る第

三者情報を調査するとき。 三者から請求者等に関する個人情報を収集する

ことが必要な場合がある。



３ 利用及び提供の制限に関する例外事項（条例第7条第2項）

番号 類 型 利用目的以外に利用・提供する理由又は必要性

１ 栄典 表彰等の選考事務に関し 栄典、表彰等の事務の性質上、本人に知られ、 、

選考に必要な範囲内で、候補者に ることにより事務の公正な運営に支障を来した

関する個人情報を実施機関内部で り、本人に事前に期待感を抱かせることにより

利用し、又は行政機関、独立行政 選考からもれた場合の不信感につながるなど、

法人等若しくは地方独立行政法人 事務の円滑な実施を困難にするおそれがある。

に提供するとき。 また、本人から収集したのでは、情報の客観

性、正確性を確保することができず、事務の遂

行に支障が生じる。

２ 委員、講師、指導者、助言者等 委員等の適任者を幅広く求めるためには、本

を選任する事務に関し、候補者に 人以外のものから候補者の個人情報を収集する

関する個人情報を実施機関内部で 必要がある。

利用し、又は行政機関、独立行政 また、選任等の事務の性質上、本人に知られ

法人等若しくは地方独立行政法人 ることにより、事務の公正な運営に支障を来し

に提供するとき。 たり、本人に事前に期待感を抱かせることによ

り対象外となった場合の不信感につながる等事

務の円滑な実施を困難にするおそれがある。

３ 報道機関への公表や報道機関か 対象となる個人情報の内容、社会的関心の高

らの取材・要請等に応じて、個人 さ、公表した場合の影響等から判断して、社会

情報を提供するとき。ただし、社 通念上許容される範囲内である場合は、報道機

会的関心が高い等県民に知らせる 関に公表し、又は、報道機関の取材に応じるこ

公益上の必要性がある場合に限 とが必要な場合がある。特に、犯罪、事故等特

る。 別の理由がある場合は、公益上公表等すること

が必要である。

４ 行政機関又は独立行政法人等若 行政機関等が法令等に基づく事務を遂行する

しくは地方独立行政法人が法令又 ために必要な情報であって、個人情報を利用す

は条例に基づき実施する事務に関 る公益上の必要性が認められる場合において

して行う照会に対して、事務の目 は、実施機関が個人情報を提供しないと、行政

的以外の目的に回答するとき。た 機関は改めて本人等から収集しなければならな

だし、法令等に基づき実施する事 いため時間や経費がかかる。そこで、県民の負

務の遂行に必要な範囲内で個人情 担軽減、福祉の向上、行政の効率化等の観点か

報を取り扱う場合に限る。 ら行政機関が相互に協力して適切に事務を遂行

するため、個人情報を利用目的以外の目的のた

めに利用・提供することが必要な場合がある。

５ 訴訟当事者である県が訴訟資料 県が訴訟の当事者であり、十分な主張立証を

として裁判所に個人情報を提供す 尽くすためには、事実関係を正確に反映させ、

るとき。ただし、実施機関から提 公正かつ妥当な訴訟を遂行する要請と個人の権

供を受けなければその目的を達成 利利益の保護とを衡量した結果、利用目的にか



することが困難な場合に限る。 かわらず、訴訟資料として裁判所に提出するこ

とが必要な場合がある。

６ 弁護士法第２３条の２第２項の 法律の規定に基づく提出要求であり、実施機

規定に基づく弁護士会からの照会 関として、当該規定の趣旨を十分尊重して処理

に対して回答するとき。 する必要がある。

７ 民事訴訟法第２２６条等の法律 法律の規定に基づく提出要求であり、実施機

の規定に基づく裁判所からの求め 関として、当該規定の趣旨を十分尊重して処理

に応じて報告、文書の送付等を行 する必要がある。

うもの。



４ オンライン結合による提供の制限に関する例外事項（条例第８条第２項）

システムの名称 提供する システムの概要及びオンライン
番号 提 供 先

（事務担当課） 個人の類型 結合の必要性等

１ 病院局ホームペ 職員、講演 ホームペー ・職員募集や公開講座のお知らせを

ージ 者、各種指 ジアクセス 行うなど、積極的な情報発信を行う

導者、ボラ 者 必要がある。

ンティア関 ・病院局ホームページで提供される

係者等の氏 個人情報は、社会通念上許容される

名、連絡先 範囲のものであり、原則として本人

等 が了知し、同意がある。

・ホームページの内容等が改ざんさ

れないよう不正侵入、書き換え等に

対して適切な技術的措置が講じられ

ている。



大公審答申第３４－２号

平成１８年 ７ 月２６日

公立大学法人大分県立看護科学大学

理事長 殿草 間 朋 子

大分県情報公開・個人情報保護審査会

麻 生 昭 一会 長

個人情報の取扱原則の例外事項について（答申）

平成１８年５月２４日付け看科大第８６号で諮問のあった標記のことについて、別紙の

とおり答申します。

なお、今回の諮問は、いずれも類型として示されています。このため、個々の個人情報

を取り扱う事務が各々の類型に該当するかどうかの判断については、個人の権利利益の保

護の観点に立って慎重に行うこととし、その結果当該事務が類型に該当するか判断し難い

場合には、新たに当審査会に諮問することとされるよう要望します。

また、個人情報を取り扱う事務が類型に該当する場合であっても、大分県個人情報保護

条例第３条第２項の趣旨を踏まえ、個人情報の例外的取扱いは必要最小限の範囲内で行う

よう常に留意してください。



別紙

１ 条例第４条第２号に基づく収集の制限に関する例外事項について

諮問のあった事項については、いずれも妥当な内容と認められます。

なお、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれの

ある個人情報は、取扱い方次第では個人の権利利益を侵害するおそれが高いものである

ことから、諮問のあった類型に該当すると判断される場合であっても、収集する必要性

を常に見直し、当該情報を取り扱う機会を最小限に止めるとともに、可能な限り本人か

ら収集すべきであると考えます。

２ 条例第６条第１項第６号に基づく本人からの収集の原則に関する例外事項について

諮問のあった事項については、いずれも妥当な内容と認められます。

なお、本人からの収集の原則の趣旨を踏まえ、本人以外のものから収集する個人情報

の範囲や必要性について十分検討し、事務を行うに当たり必要最小限の情報に止められ

るよう要請します。

３ 条例第７条第２項に基づく利用及び提供の制限に関する例外事項について

諮問のあった事項については、おおむね妥当な内容と認められます。類型番号４につ

いては、個人の権利利益を不当に侵害することのないよう、行政機関等への回答に当た

っては利用及び提供する個人情報の項目について慎重を期されるよう要請します。

４ 条例第８条第２号に基づくオンライン結合による提供の制限に関する例外事項につい

て

諮問のあった事項については、妥当な内容と認められます。

なお、ホームページで提供されている個人情報について、本人から誤りがある旨又は

継続して提供されることを望まない旨の申出があった場合は、速やかに当該個人情報の

提供を中止するよう要請します。



例 外 事 項

１ 収集の制限に関する例外事項（条例第４条第２号）

番号 類 型 収集する個人情報 収集する理由又は必要性

１ 栄典、表彰等の選考を行 思想・信条 栄典、表彰を行う場合、犯罪歴

うに当たり、候補者の犯罪 信教 を有する者が候補者となること

歴等に関する個人情報を収 社会的差別 は、社会通念上そぐわない。

集するとき。 栄典、表彰等に係る功績調書の

中には、思想、信条等に関する個

人情報が含まれる場合がある。

２ 委員、講師、指導者、助 思想・信条 委員等の選任に当たっては、適

言者等の選任を行うに当た 信教 任者の選任の過程において、個人

り、思想等に関する個人情 社会的差別 の思想、犯罪歴等を収集すること

報を収集するとき。 が必要な場合がある。

３ 学生等からの相談 要望 思想・信条 学生等から寄せられる相談等の、 、

陳情 苦情 意見等の中で 信教 中には、思想等に関する個人情報、 、 、

本人の自由な意思で思想等 社会的差別 が含まれている場合があるが、こ

に関する個人情報が提供さ れらの情報は、相談者等の自由な

れ、当該個人情報を収集す 意思により一方的に提供されるも

ることになるとき。 のであり、その性質上、収集の選

択の余地がない。実施機関として

も当該相談等に適切に対応するた

めには、利用目的の範囲内で収集

する必要がある。

４ 教育、評価、指導等の事 思想・信条 教育等の事務を行うに当たって

務を行うに当たり、思想等 信教 は、事務の目的の範囲内で思想等

に関する個人情報を収集す 社会的差別 に関する個人情報を収集すること

るとき。 が必要な場合がある。

５ 争訟、交渉、相談等の事 思想・信条 争訟等の事務の性質上、当事者

務を行うに当たり、思想等 信教 や関係者の思想等に関する個人情

に関する個人情報を収集す 報を収集することが必要な場合が

るとき。 ある。

６ 試験等の事務を行うに当 思想・信条 試験の作文、論文等の記述内容

たり、作文、論文等の中で 信教 は、本人の自由な意思で記述され

個人の意思により思想等に 社会的差別 るものであり、その中に思想等に

関する個人情報が提供され 関する個人情報が含まれている場、

当該個人情報を収集するこ 合、事務の性質上これらの情報を

ととなるとき。 分離して収集することは困難であ

る。

７ 教員等が学術研究及び調 思想・信条 大学における学術研究等の内容



査の対象となる情報の収集 信教 によっては、思想等に関する個人

を行うに当たり、思想等に 社会的差別 情報を収集することが必要な場合

関する個人情報を収集する がある。

とき。

８ 海外からの留学生、来訪 思想・信条 海外からの留学生、来訪者等の

者等の受入れに当たり、当 信教 受入れに当たっては、食事の制限

該留学生等の信教等に関す や生活習慣の違い等を的確に把握

る個人情報を収集するとき し、当該留学生等の滞在中の適切。

な対応を図るため、信教等に関す

る個人情報を収集することが必要

な場合がある。

９ 一般に入手しうる刊行物 思想・信条 新聞、書籍等に掲載されている

等から、思想等に関する個 信教 情報については、不特定多数の者

人情報を収集するとき。た 社会的差別 に公表され誰もが知りうる状態に

だし 利用に当たって出典 あることから、利用目的の範囲内、 、

収集先、収集時期を明示す で収集する限りにおいては、個人

る場合に限る。 の権利利益を不当に侵害すること

はないと考えられる。



２ 本人からの収集の原則に関する例外事項（条例第６条第１項第６号）

番号 類 型 本人以外のものから収集する理由又は必要性

１ 栄典、表彰等の選考を行うに当 栄典、表彰等の事務の性質上、本人に知られ

たり、候補者以外のものから候補 ることにより事務の公正な運営に支障を来した

者に関する個人情報を収集すると り、本人に事前に期待感を抱かせることにより

き。 選考からもれた場合の不信感につながるなど、

事務の円滑な実施を困難にするおそれがある。

また、本人から収集したのでは、情報の客観

性、正確性を確保することができず、事務の遂

行に支障が生じる。

２ 委員、講師、指導者、助言者等 委員等の適任者を幅広く求めるため、候補者

の選任を行うに当たり、候補者以 以外のものから候補者に関する個人情報を収集

外のものから候補者に関する個人 する必要がある。

情報を収集するとき。 また、本人から収集したのでは、情報の客観

性、正確性を確保することができず、事務の遂

行に支障が生じる。

さらに、選任の事務の性質上、本人に知られ

ることにより、事務の公正な運営に支障を来し

たり、本人に事前に期待感を抱かせることによ

り対象外となった場合の不信感につながる等事

務の円滑な実施を困難にするおそれがある。

３ 学生等からの相談 要望 陳情 学生等から寄せられる相談等の中に、本人以、 、 、

苦情、意見等、本人の自由な意思 外の者に関する個人情報が含まれている場合に

で提供される情報の中に、当該本 は、当該個人情報を収集しなければ、事務を公

人以外の者の個人情報が含まれて 正かつ適切に処理することができない。

いるとき。 相談等の内容は、相談者等の自由な意思によ

、 、り一方的に提供されるものであり その性質上

収集の選択の余地がない。

４ 教育、評価、指導等の事務を行 教育等の事務を行うに当たっては、本人以外

うに当たり、評価等の対象者に関 のものから個人情報を収集することが、当該事

する個人情報を本人以外のものか 務の目的達成及び公正かつ円滑な実施のために

ら収集するとき。 必要な場合がある。

本人から収集したのでは、情報の客観性、正

確性を確保することができない場合がある。

５ 争訟、交渉、相談等の事務を行 争訟等の事務の性質上、情報の客観性、正確

うに当たり、本人から収集したの 性を確保し、主張立証等を行うために、本人以

ではその目的を達成し得ないと 外のものからの情報収集が必要な場合がある。

き。

６ 各種の申請、届出等に係る事務 各種の申請等に係る事務を行うに当たり、申



を行うに当たり、申請者等から申 請等の内容によっては、申請者等以外の者に関

請者以外の者に関する個人情報を する個人情報を収集することが、当該事務の公

収集するとき。 正かつ円滑な実施のために必要不可欠な場合が

ある。

７ 実施機関以外のものから送付さ 実施機関が取り扱う事務に関して資料等が送

れた資料等の中に個人情報が含ま 付されてきた場合、収集を拒むことは、事実上

れているとき。 困難である。

個人情報が報告書等の一部である場合、当該

部分を分離して収集することは、事実上困難で

ある。

８ 所在不明や精神上の障害により 所在不明や精神上の障害により判断能力を欠

判断能力を欠く常況にある場合な く常況にある場合などにおいては、本人から収

どに、本人に関する個人情報を家 集することは困難であり、家族や本人が所属す

族や本人が所属する団体等から収 る団体等本人以外のものから個人情報を収集す

集するとき。 ることが必要な場合がある。

９ 請負、委託等の契約に当たり、 請負契約等に係る事務事業を適正かつ円滑に

当該契約の請負者、受託者等から 遂行するため、契約の内容によっては、当該契

その従事者等に関する個人情報を 約の請負者等の従事者等に関する個人情報を収

収集するとき。 集することが必要な場合がある。

１０ 教職員の任免等を行うに当た 教職員の任用に当たっての適格性の審査を公

、 、り、教職員又はその採用候補者に 正に行い 又は免職等の処分を行うに当たって

関する個人情報を当該教職員等以 事案に応じた的確な処理を行うため、本人に関

外のものから収集するとき。 する個人情報を本人以外のものから収集するこ

とが必要な場合がある。

１１ 教員等が学術研究及び調査の対 大学における学術研究、研究調査等の内容に

象となる情報の収集を行うに当た よっては、学術研究等を行う上で必要な個人情

り、本人以外のものから個人情報 報を収集するに当たり、本人以外のものから個

を収集するとき。 人情報を収集することを想定し、又は、本人の

同意に基づき収集することが困難な場合があ

る。

１２ 個人情報の開示等において、第 個人情報の開示等において、請求等に係る第

三者情報を調査するとき。 三者から請求者等に関する個人情報を収集する

ことが必要な場合がある。



３ 利用及び提供の制限に関する例外事項（条例第７条第２項）

番号 類 型 利用目的以外に利用・提供する理由又は必要性

１ 栄典 表彰等の選考事務に関し 栄典、表彰等の事務の性質上、本人に知られ、 、

選考に必要な範囲内で、候補者に ることにより事務の公正な運営に支障を来した

関する個人情報を大学内部で利用 り、本人に事前に期待感を抱かせることにより

し、又は行政機関、独立行政法人 選考からもれた場合の不信感につながるなど、

等若しくは地方独立行政法人に提 事務の円滑な実施を困難にするおそれがある。

供するとき。 また、本人から収集したのでは、情報の客観

性、正確性を確保することができず、事務の遂

行に支障が生じる。

２ 委員、講師、指導者、助言者等 委員等の適任者を幅広く求めるためには、本

を選任する事務に関し、候補者に 人以外のものから候補者の個人情報を収集する

関する個人情報を大学内部で利用 必要がある。

し、又は行政機関、独立行政法人 また、選任等の事務の性質上、本人に知られ

等若しくは地方独立行政法人に提 ることにより、事務の公正な運営に支障を来し

供するとき。 たり、本人に事前に期待感を抱かせることによ

り対象外となった場合の不信感につながる等事

務の円滑な実施を困難にするおそれがある。

３ 報道機関への公表や報道機関か 対象となる個人情報の内容、社会的関心の高

らの取材・要請等に応じて、個人 さ、公表した場合の影響等から判断して、社会

情報を提供するとき。ただし、社 通念上許容される範囲内である場合は、報道機

会的関心が高い等県民に知らせる 関に公表し、又は、報道機関の取材に応じるこ

公益上の必要性がある場合に限 とが必要な場合がある。特に、犯罪、事故等特

る。 別の理由がある場合は、公益上公表等すること

が必要である。

４ 行政機関又は独立行政法人等若 行政機関等が法令等に基づく事務を遂行する

しくは地方独立行政法人が法令又 ために必要な情報であって、個人情報を利用す

は条例に基づき実施する事務に関 る公益上の必要性が認められる場合において

して行う照会に対して、事務の目 は、大学が個人情報を提供しないと、行政機関

的以外の目的に回答するとき。た 等は改めて本人等から収集しなければならず時

だし、法令等に基づき実施する事 間や経費がかかる。そこで、県民の負担軽減、

務の遂行に必要な範囲内で個人情 福祉の向上、行政の効率化等の観点から行政機

報を取り扱う場合に限る。 関等が相互に協力して適切に事務を遂行するた

め、個人情報を利用目的以外の目的のために利

用・提供することが必要な場合がある。

５ 訴訟当事者である大学又は県が 大学又は県が訴訟の当事者であり、十分な主

が訴訟資料として裁判所に個人情 張立証を尽くすためには、事実関係を正確に反

報を提供するとき。ただし、県が 映させ、公正かつ妥当な訴訟を遂行する要請と

訴訟当事者である場合にあって 個人の権利利益の保護とを衡量した結果、利用



は、大学から提供を受けなければ 目的にかかわらず、訴訟資料として裁判所に提

その目的を達成することが困難な 出することが必要な場合がある。

場合に限る。

６ 弁護士法第２３条の２第２項の 法律の規定に基づく提出要求であり、実施機

規定に基づく弁護士会からの照会 関として、当該規定の趣旨を十分尊重して処理

に対して回答するとき。 する必要がある。

７ 民事訴訟法第２２６条等の法律 法律の規定に基づく提出要求であり、実施機

の規定に基づく裁判所からの求め 関として、当該規定の趣旨を十分尊重して処理

に応じて報告、文書の送付等を行 する必要がある。

うもの。



４ オンライン結合による提供の制限に関する例外事項（条例第８条第２号）

システムの名称 提供する システムの概要及びオンライン
番号 提 供 先

（事務担当課） 個人の類型 結合の必要性等

１ 大学ホームペー 教職員、講 ホームペー ・学生確保や公開講座のお知らせを

ジ 演者等の氏 ジアクセス するなど、積極的な情報発信を行う

名、連絡先 者 必要がある。

等 ・大学ホームページで提供される個

人情報は、社会通念上許容される範

囲のものであり、原則として本人が

了知し、同意がある。

・ホームページの内容等が改ざんさ

れないよう不正侵入、書き換え等に

対して適切な技術的措置が講じられ

ている。



大公審答申第３４－３号

平成１８年 ７ 月２６日

公立大学法人大分県立芸術文化短期大学

理事長 殿利 光 功

大分県情報公開・個人情報保護審査会

麻 生 昭 一会 長

個人情報の取扱原則の例外事項について（答申）

平成１８年５月２２日付け芸短第２１６号で諮問のあった標記のことについて、別紙の

とおり答申します。

なお、今回の諮問は、いずれも類型として示されています。このため、個々の個人情報

を取り扱う事務が各々の類型に該当するかどうかの判断については、個人の権利利益の保

護の観点に立って慎重に行うこととし、その結果当該事務が類型に該当するか判断し難い

場合には、新たに当審査会に諮問することとされるよう要望します。

また、個人情報を取り扱う事務が類型に該当する場合であっても、大分県個人情報保護

条例第３条第２項の趣旨を踏まえ、個人情報の例外的取扱いは必要最小限の範囲内で行う

よう常に留意してください。



別紙

１ 条例第４条第２号に基づく収集の制限に関する例外事項について

諮問のあった事項については、いずれも妥当な内容と認められます。

なお、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれの

ある個人情報は、取扱い方次第では個人の権利利益を侵害するおそれが高いものである

ことから、諮問のあった類型に該当すると判断される場合であっても、収集する必要性

を常に見直し、当該情報を取り扱う機会を最小限に止めるとともに、可能な限り本人か

ら収集すべきであると考えます。

２ 条例第６条第１項第６号に基づく本人からの収集の原則に関する例外事項について

諮問のあった事項については、いずれも妥当な内容と認められます。

なお、本人からの収集の原則の趣旨を踏まえ、本人以外のものから収集する個人情報

の範囲や必要性について十分検討し、事務を行うに当たり必要最小限の情報に止められ

るよう要請します。

３ 条例第７条第２項に基づく利用及び提供の制限に関する例外事項について

諮問のあった事項については、おおむね妥当な内容と認められます。類型番号４につ

いては、個人の権利利益を不当に侵害することのないよう、行政機関等への回答に当た

っては利用及び提供する個人情報の項目について慎重を期されるよう要請します。

４ 条例第８条第２号に基づくオンライン結合による提供の制限に関する例外事項につい

て

諮問のあった事項については、妥当な内容と認められます。

なお、ホームページで提供されている個人情報について、本人から誤りがある旨又は

継続して提供されることを望まない旨の申出があった場合は、速やかに当該個人情報の

提供を中止するよう要請します。



例 外 事 項

例外事項は、平成１８年７月２６日付け大公審答申第３４－２号と同一内容のため、掲

載を省略します。


